令和８年４月16日　


神奈川県生活保護総合情報システム統一・標準化に関する情報提供依頼（ＲＦＩ）


神奈川県福祉子どもみらい局福祉部生活援護課　


１　目的
　　地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（以下「標準化法」という。）が令和３年５月に成立し、標準化法に基づき、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化（以下「標準化」という。）を推進することとされました。
　　この情報提供依頼は、本県に対するシステムの提供意向、対応方針等を把握することを目的とし、当該標準化を実現させるための方法、それらのコスト評価等について、専門的知見を有する事業者から広く関連情報や提案、資料の収集を行うために実施するものです。

２　参加意思表明
　　御参加いただける場合は、参加意思表明を行ってください。
（１）提出様式
　　　  参加意思表明書（別紙１）に所定の事項を記載し、持参、郵送またはスキャナーでpdfファイル化したものを電子メールより御提出ください。
　（２）受付期間
　　　　令和８年４月16日（木曜日）から令和８年４月28日（火曜日）午後５時まで（必着）
※持参する場合は、上記期間の平日午前９時から午後５時まで（但し、正午から午後１時までを除く。）
　（３）提出先
　　　　６（４）に記載の「問合せ先・提出先」に御提出ください。

３　依頼内容
次の事項について、情報提供等をお願します（一部資料の御提出でも構いません）。
	№
	項目
	記載要領
	回答様式

	１
	情報提供資料一覧
	　貴社提出資料の一覧を御記載ください。
	別紙２「情報提供資料提出書」

	２
	事業者概要
	　貴社の概要を御記載ください。
	別紙３「事業者概要」

	３
	実績
	　近年の同種業務受注実績及び予定作業者の業務従事経験を御記載ください。
	別紙４「同種業務受注等実績」

	４
	概算見積
	　概算見積りを御提出ください。
	別紙５「概算経費見積書」

	５
	機能要件への対応可否
	　本県は、標準仕様書の機能・帳票要件にある①都道府県のパッケージを使用予定です。この中の【標準オプション機能】の実装状況及び実装見込みについて御記載下さい。
	別紙６「標準オプション機能の実装状況」

	６
	確認事項一覧
	　統一・標準化に関する生活保護総合情報システム導入に当たって、検討のための情報収集が必要な事項や、懸念される事項についての提案を求めるものです。
	別紙７「確認事項一覧」

	７
	スケジュールの提案
	　令和11年３月までにはシステム移行できるよう検討開始から本稼働までの望ましいスケジュールを御提案ください。
　なお、本県としては、令和10年12月頃の運用開始を希望しております。
	任意様式

	８
	詳細情報の提供
	　貴社パッケージで御提案いただく場合、製品の画面や操作性、想定するハードウェア、ソフトウェア等について、製品カタログや説明資料等がありましたら御提供ください。
	任意様式

	９
	その他提案等
	　本県が提供する情報の過不足に係る提案を含めて、上記以外の情報提供や提案や意見を御記載ください。
	任意様式(Ａ４縦型)


　
４　情報提供資料の提出方法
　（１）提出部数
　　　　電子データ（ExcelやWord形式等。PDF形式のみは不可）により御提出をお願いします。
　（２）提出期間
　　　　令和８年５月15日（金曜日）午後５時まで（必着）
　（３）提出先
　　　　６（４）に記載の「問合せ先・提出先」宛てに電子メールで送信又は持参、郵送で御提出ください。

５　注意事項
　（１）この情報提供依頼は、業務委託内容を検討するための手段として行うものであって、契約を前提としたものではありません。また、情報提供依頼に参加しなくとも不利益に扱われることはありません。
　（２）資料の提供に当たっては、既存の提案資料、パンフレット等を御活用いただいて構いません。
　（３）資料について御説明をいただける場合は、事前に御連絡をお願いします。
　（４）御提供いただいた情報は、「１ 目的」に示した範囲内において利用します。また、御提供いただいた情報は、貴社に無断で第三者へ開示することはしません。
　（５）この情報提供依頼に要する費用は貴社の御負担でお願いします。
　（６）御提供いただいた情報・資料は、返却いたしません。
　（７）情報提供資料は、社内承認を経たものを御提出ください。
　（８）御提供いただいた情報に関して、後日問合せを行う場合があります。
　（９）御提供いただいた情報に関して、ヒアリングをお願いする場合があります。
　
６　問合せ
　（１）受付期間
　　　　令和８年４月16日（木曜日）から令和８年４月24日（金曜日）午後５時まで。
　（２）問合せ方法
　　　　別紙８「質問票」に質問内容を記載し、件名を「生活保護総合情報システム情報提供依頼質問票」として、電子メールで送信してください。
　　　　なお、質問回答の精度を上げるため、事前に電話で質問していただくことも構いませんが、正式な回答の対象は、電子メールで受信したものに限らせていただきます。
　（３）回答方法
　　　　御提出いただいた質問については、別紙１「参加意思表明書」の提出があったすべての情報提供者に対して、電子メール（BCC又は個別送信）で回答します。
　　　　なお、誤送信を避ける観点から、送信先電子メールアカウントは１つに限定させていただきますので、複数アカウントへの同時送信を希望される場合は、メーリングリストのアカウントをお知らせください。
　（４）問合せ先・提出先
　　　　神奈川県福祉子どもみらい局福祉部
　　　　生活援護課生活保護グループ　担当　濱田、大平
　　　　所在地　〒231-8588 横浜市中区日本大通１（東庁舎５階）
　　　　電話　045（210）1111（代表）内線　4916
　　　　ファクシミリ　045（210）8859
　　　　電子メール　※御連絡いただいた際にお伝えします。
以　上　
